
４  手数料

（１）現行どおりとするもの

小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

原動機付自転車標識亡
失弁償金

原動機付自転車の標識の亡失等に対
する弁償金

原動機付自転車の標識の亡失等に対
する弁償金

【手数料】（１件につき）
５００円
【減免】なし

【手数料】（１件につき）
５００円
【減免】なし

現行どおりとする。

弁償金の額、対象、減免規定が
両市とも同水準で実施してお
り、類似団体と比較しても概ね
同水準であるため。

特になし 特になし

自動車臨時運行許可事
務に関する手数料

道路運送車両法に基づく自動車の臨時
運行許可の申請（仮ナンバーの申請）に
対する審査手数料

道路運送車両法に基づく自動車の臨時
運行許可の申請（仮ナンバーの申請）に
対する審査手数料

【手数料】（１件につき）
７５０円
【減免】なし

【手数料】（１件につき）
７５０円
【減免】なし

現行どおりとする。

地方公共団体の手数料の標準
に関する政令に全国的に統一し
て定めることが特に必要と認め
られるものとして、手数料の金
額が規定されているため。

特になし 特になし

自動車臨時運行許可番
号標亡失弁償金

自動車の臨時運行許可番号標（仮ナン
バー）の亡失等に対する弁償金

自動車の臨時運行許可番号標（仮ナン
バー）の亡失等に対する弁償金

【手数料】（１組につき）
１，０００円
【減免】なし

【手数料】（１組につき）
１，０００円
【減免】なし

現行どおりとする。
類似団体より単価の設定が若
干低いが、両市の水準が同一
であるため。

特になし 特になし

【手数料】
○戸籍謄本・抄本（１通につき）
  ４５０円

【手数料】
○戸籍謄本・抄本（１通につき）
  ４５０円

○戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項
証明書（１通につき）
  ４５０円

○戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項
証明書（１通につき）
  ４５０円

○戸籍記載事項証明書（１件につき）
  ３５０円

○戸籍記載事項証明書（１件につき）
  ３５０円

○除籍・改製原戸籍謄本・抄本（１通に
つき）
  ７５０円

○除籍・改製原戸籍謄本・抄本（１通に
つき）
  ７５０円

○除籍全部事項証明書・除籍個人事項
証明書（１通につき）
  ７５０円

○除籍全部事項証明書・除籍個人事項
証明書（１通につき）
  ７５０円

○除籍記載事項証明書（１件につき）
  ４５０円

○除籍記載事項証明書（１件につき）
  ４５０円

○届出・申請の受理証明書（１通につ
き）
  ３５０円
  ※婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又
は認知の届出の受理について、法務省
令で定める様式による上質紙を用いる
場合
  １，４００円

○届出・申請の受理証明書（１通につ
き）
  ３５０円
  ※婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又
は認知の届出の受理について、法務省
令で定める様式による上質紙を用いる
場合
  １，４００円

○届書記載事項証明書（１件につき）
  ３５０円

○届書記載事項証明書（１件につき）
  ３５０円

○届書閲覧（１件につき）
  ３５０円

○届書閲覧（１件につき）
  ３５０円

【減免】
・国又は地方公共団体が必要とするも
の。
・法令の規定により、無料で取扱いをし
なければならないもの。
・法令の規定において、条例の定めると
ころにより無料で取り扱うことができると
されているもの。
・市長が特に必要と認めるもの。

【減免】
・国又は地方公共団体が必要とするも
の。
・法令の規定により、無料で取扱いをし
なければならないもの。
・法令の規定において、条例の定めると
ころにより無料で取り扱うことができると
されているもの。
・市長が特に必要と認めるもの。

特になし
戸籍法に基づく事務に関
する手数料

戸籍法に基づく事務に関する手数料
戸籍法に基づく事務に関する手数料の
免除

戸籍法に基づく事務に関する手数料
戸籍法に基づく事務に関する手数料の
免除

現行どおりとする。
両市及び類似団体は同額であ
り、現行の手数料は適正である
ため。

特になし

調整方針（案）一覧  （使用料、手数料等の取扱い）

事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策

（協議第２０号 使用料、手数料等の取扱いについて） 別紙
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【手数料】
○住民票の写し（１世帯につき）
  ３００円

【手数料】
○住民票の写し（１世帯につき）
  ３００円

○戸籍の附票の写し（１戸籍につき）
  ３００円

○戸籍の附票の写し（１戸籍につき）
  ３００円

○住民票の記載事項に関する証明（１
件につき）
  ３００円

○住民票の記載事項に関する証明（１
件につき）
  ３００円

○住民票の写し又は戸籍の附票の写し
の記載事項に変更がないことの証明（１
件につき）
  ３００円

○住民票の写し又は戸籍の附票の写し
の記載事項に変更がないことの証明（１
件につき）
  ３００円

○住民基本台帳の一部の写しの閲覧
（１世帯につき）
  ３００円

○住民基本台帳の一部の写しの閲覧
（１世帯につき）
  ３００円

【減免】
・本市の住民で公費の援助又は扶助を
受けるために必要なもの。
・生活保護法の適用を受けている者か
ら請求されたもの。
・法令の規定により取り扱うもの。
・国又は地方公共団体が必要とするも
の。
・市長が特に必要と認めるもの。

【減免】
・本市の住民で公費の援助又は扶助を
受けるために必要なもの。
・生活保護法の適用を受けている者か
ら請求されたもの。
・法令の規定により取り扱うもの。
・国又は地方公共団体が必要とするも
の。
・市長が特に必要と認めるもの。

【手数料】（１件につき）
○身分証明
  ３００円

【手数料】（１件につき）
○身分証明
  ３００円

○独身証明
  ３００円

○独身証明
  ３００円

○不在籍不在住証明
  ３００円

○不在籍不在住証明
  ３００円

○廃棄済証明
  ３００円

○廃棄済証明
  ３００円

○年金現況証明
  ３００円
  ※公的年金現況証明は無料

○年金現況証明
  ３００円
  ※公的年金現況証明は無料

○住居表示変更証明
  無料

○住居表示変更証明
  無料

○出産育児一時金証明
  無料

○出産育児一時金証明
  無料

○転出証明書
  無料

○転出証明書
  無料

【減免】
・本市の住民で公費の援助又は扶助を
受けるために必要なもの。
・生活保護法の適用を受けている者か
ら請求されたもの。
・法令の規定により取り扱うもの。
・国又は地方公共団体が必要とするも
の。
・市長が特に必要と認めるもの。

【減免】
・本市の住民で公費の援助又は扶助を
受けるために必要なもの。
・生活保護法の適用を受けている者か
ら請求されたもの。
・法令の規定により取り扱うもの。
・国又は地方公共団体が必要とするも
の。
・市長が特に必要と認めるもの。

【手数料】（１枚につき）
○個人番号カードの再交付
  ８００円
○個人番号の通知カードの再交付
  ５００円

【手数料】（１枚につき）
○個人番号カードの再交付
  ８００円
○個人番号の通知カードの再交付
  ５００円

【減免】
・本市の住民で公費の援助又は扶助を
受けるために必要なもの。
・生活保護法の適用を受けている者か
ら請求されたもの。
・法令の規定により取り扱うもの。
・国又は地方公共団体が必要とするも
の。
・市長が特に必要と認めるもの。

【減免】
・本市の住民で公費の援助又は扶助を
受けるために必要なもの。
・生活保護法の適用を受けている者か
ら請求されたもの。
・法令の規定により取り扱うもの。
・国又は地方公共団体が必要とするも
の。
・市長が特に必要と認めるもの。

認可地縁団体に関する
手数料

台帳証明手数料、印鑑証明手数料 台帳証明手数料、印鑑証明手数料
【手数料】（１通につき）
３００円
【減免】なし

【手数料】（１通につき）
３００円
【減免】なし

現行どおりとする。
地方自治法に規定されており、
両市とも同じ事務を行っている
ため。

特になし 特になし

住民基本台帳法に基づ
く事務に関する手数料

住民基本台帳法に基づく事務に関する
手数料
住民基本台帳法に基づく事務に関する
手数料の免除

住民基本台帳法に基づく事務に関する
手数料
住民基本台帳法に基づく事務に関する
手数料の免除

現行どおりとする。
両市及び類似団体は同額であ
り、現行の手数料は適正である
ため。

特になし 特になし

事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策

特になし

特になし 特になし
個人番号カード・個人番
号の通知カードの再交
付手数料

個人番号カード・個人番号の通知カード
の再交付手数料
個人番号カード・個人番号の通知カード
の再交付手数料の免除

個人番号カード・個人番号の通知カード
の再交付手数料
個人番号カード・個人番号の通知カード
の再交付手数料の免除

現行どおりとする。
両市及び類似団体は同額であ
り、現行の手数料は適正である
ため。

諸々の事務に関する手数料
諸々の事務に関する手数料の免除

諸々の事務に関する手数料
諸々の事務に関する手数料の免除

現行どおりとする。
両市及び類似団体は同額であ
り、現行の手数料は適正である
ため。

特になし諸証明手数料
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【手数料】（１件につき）
○許可申請手数料
  １０，０００円

【手数料】（１件につき）
○許可申請手数料
  ４，２００円

○変更許可申請手数料
  １０，０００円

○変更許可申請手数料
  ４，２００円

○許可書再交付申請手数料
  ５，０００円

○許可書再交付申請手数料
  ２，１００円

【減免】なし 【減免】なし

斎場使用料納付証明書
発行手数料

申請に対し、斎場使用料を納付済であ
ることを証明する。

【手数料】（１件につき）
３００円
【減免】なし

現行どおりとする。

手数料条例による、その他の証
明の手数料であり、事務処理の
対価として適切な料金であるた
め。

特になし 特になし

埋火葬に関する証明手
数料

申請に対し、小田原市斎場で火葬した
ことを証明する。（火葬時に申請の場合
は、分骨証明となる。）

【手数料】（１件につき）
３００円
【減免】なし

現行どおりとする。

手数料条例による、埋火葬に関
する証明の手数料であり、事務
処理の対価として適切な料金で
あるため。

特になし 特になし

税額控除対象となる社
会福祉法人の証明に係
る証明手数料

税額控除対象法人として、租税特別措
置法施行令第２６条の２８の２第１項に
規定する要件を満たしている旨の証明
書を発行するための手数料

税額控除対象法人として、租税特別措
置法施行令第２６条の２８の２第１項に
規定する要件を満たしている旨の証明
書を発行するための手数料

【手数料】（１件につき）
３００円
【減免】なし

【手数料】（１件につき）
３００円
【減免】なし

現行どおりとする。

両市の内容が同一であること、
対象者も限られており、今後の
証明発行が見込まれる件数も
僅少であること、全国的にも平
均的な手数料額であるため。

特になし 特になし

【手数料】（１件につき）
○往診に係る自動車使用料
  ５００円（片道２kmまで）
※２km増すごとに２００円加算した額に
１０８／１００を乗じて得た額

○診断書料手数料
  １，６２０円

○死亡診断書料手数料
  ３，２４０円

○特殊診断書料手数料
  ４，３２０円

○証明書手数料
  ６４０円

○特殊証明書手数料
  ２，１６０円

○死体処置料
  ３，２４０円

○介護保険要介護認定に係る主治医
意見書作成手数料
  ５，４００円（在宅新規）
  ４，３２０円（在宅継続及び施設新規）
  ３，２４０円（施設継続）
【減免】なし

診療報酬等病院で徴収
する費用

小田原市立病院における診療報酬その
他の費用の徴収

【手数料等】別添資料参照
【減免】
診療報酬等を納付する資力がないと認
める者その他特別の事情があると認め
る者

現行どおりとする。

合併後の市の事務事業を円滑
に進めるためには現行のとおり
継続することが適当であるた
め。

特になし 特になし

農地等証明手数料
（農地台帳閲覧・記録事
項要約書）

農地台帳閲覧・記録事項要約書交付及
び手数料徴収

農地台帳閲覧・記録事項要約書交付及
び手数料徴収

【手数料】（１件につき）
２００円
【減免】なし

【手数料】（１件につき）
３００円
【減免】なし

小田原市の手数料条例
の改正により、平成２９
年度以降両市とも同額
の手数料となるため、現
行どおりとする。

農地台帳閲覧・記録事項要約
書交付及び手数料徴収事務の
実施等について、法令に基づく
事務であるため。

特になし 特になし

農用地等証明手数料
（農地法第３条第１項の
適用を受ける買受適格
証明願）

農地法第３条第１項の適用を受ける買
受適格証明の発行及び手数料の徴収

農地法第３条第１項の適用を受ける買
受適格証明の発行及び手数料の徴収

【手数料】（１件につき）
３００円
【減免】なし

【手数料】（１件につき）
３００円
【減免】なし

現行どおりとする。

法令に基づく事務であり、実施
する必要があるため。また、両
市とも同額のため現行どおりと
する。

特になし 特になし

農用地等証明手数料
（農地法第５条第１項の
適用を受ける買受適格
証明願）

農地法第５条第１項の適用を受ける買
受適格証明発行及び手数料の徴収

農地法第５条第１項の適用を受ける買
受適格証明発行及び手数料の徴収

【手数料】（１件につき）
３００円
【減免】なし

【手数料】（１件につき）
３００円
【減免】なし

現行どおりとする。

法令に基づく事務であり、実施
する必要があるため。また、両
市とも同額のため現行どおりと
する。

特になし 特になし

特になし
片浦診療所（直診施設）
運営管理事務に関する
使用料、手数料

往診のために車を使用した場合や診断
書等の請求があった場合などは、該当
する使用料・手数料を徴収する。

現行どおりとする。
小田原市立病院の額を参考に
設定しており、適正規模のた
め。

特になし

特になし
一般廃棄物処理業許可
申請に関する手数料（処
分業・収集運搬業）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第
７条に基づく、許認可事務。処理業とし
て、収集運搬業の許可と処分業との許
可に区分。許可申請に係る手数料は、
市条例において、料金を決めている。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第
７条に基づく、許認可事務。処理業とし
て、収集運搬業の許可と処分業との許
可に区分。許可申請に係る手数料は、
市条例において、料金を決めている。

南足柄市の手数料条例
の改正により、平成２９
年度以降両市とも同額
の手数料となるため、現
行どおりとする。

法令に基づく事務のため基本的
な事務処理に差異はなく、また
両市の手数料料金の水準も同
額のため。

特になし

デメリットと対応策事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

農用地等証明手数料
（生産緑地に係る農業の
主たる従事者の証明願）

生産緑地に係る農業の主たる従事者の
証明発行及び手数料徴収

生産緑地に係る農業の主たる従事者の
証明発行及び手数料徴収

【手数料】（１件につき）
３００円
【減免】なし

【手数料】（１件につき）
３００円
【減免】なし

現行どおりとする。

法令に基づく事務であり、実施
する必要があるため。また、両
市とも同額のため現行どおりと
する。

特になし 特になし

農用地等証明手数料
（転用事実確認証明）

転用事実確認証明発行及び手数料徴
収

転用事実確認証明発行及び手数料徴
収

【手数料】（１件につき）
３００円
【減免】なし

【手数料】（１件につき）
３００円
【減免】なし

現行どおりとする。
類似団体と同水準の手数料の
ため。

特になし 特になし

農用地等証明手数料
（耕作証明）

耕作証明発行及び手数料徴収 耕作証明発行及び手数料徴収
【手数料】（１件につき）
３００円
【減免】なし

【手数料】（１件につき）
３００円
【減免】なし

現行どおりとする。

法令に基づく事務であり、実施
する必要があるため。また、両
市とも同額のため現行どおりと
する。

特になし 特になし

【手数料】
○地籍図証明（Ａ４・１枚につき）
  ３００円

○地積面積証明（１件につき）
  ３００円

○１９条５項面積証明（１件につき）
  ３００円

○筆界点成果簿（座標値）、図根点成果
簿、その他（Ａ４・１枚につき）
  ３００円

【減免】
官公庁等による公用申請の場合は免除

【手数料】（１年につき）
○墳墓区画４㎡
  ５，０００円

○墳墓区画６㎡
  ７，５００円

【減免】
(１)生活保護法（昭和２５年法律第１４４
号）の規定による扶助を受けているとき
(２)管理料を納付する資力がないと市長
が認めるとき
(３)その他、市長が特別の理由があると
認めるとき

水道料金等納付証明書
発行手数料

小田原市水道給水条例に基づき、水道
料金及び下水道使用料の納付証明書
発行手数料を算出・請求する。

南足柄市給水条例に基づく、納付証明
書の発行。

【手数料】（１件につき）
３００円
【減免】
公益上その他特別の理由があるとき

【手数料】（１件につき）
３００円
【減免】
公益上その他特別の理由があるとき

現行どおりとする。
両市とも同額であり、現行のま
までサービス水準は維持できる
ため。

事務処理上の混乱が生
じず、市民からの申請に
迅速に対応できる。

特になし

【手数料】（１件につき）
○指定給水装置工事事業者指定手数
料
  １０，０００円

【手数料】（１件につき）
○指定給水装置工事事業者新規登録
手数料
  １０，０００円

○指定給水装置工事事業者証再交付
手数料
  ２，５００円

○指定給水装置工事事業者証再発行
手数料
  ２，５００円

【減免】なし 【減免】なし

（２）小田原市の事務処理方式を適用するもの

小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

行政界証明手数料

行政界を確認した箇所について、証明
書交付申請が提出された場合、小田原
市手数料条例第２４条第３項の規定に
より基づき、手数料を徴収する。

行政界を確認した箇所について、証明
書交付申請が提出された場合、南足柄
市手数料条例第２条の規定により、手
数料を徴収する。

【手数料】（１件につき）
３００円

【減免】なし

【手数料】（１件につき）
３００円（Ａ３用紙まで）
６００円（Ａ３用紙を超えるもの）
【減免】
法令の規定により、無料で取扱いをしな
ければならない場合、官公署から公務
上請求があった場合は免除

小田原市の事務処理方
式を適用する。

類似団体と比較しても同様で、
制度が簡素であるため。

簡素な制度で効率的な
運用ができる。

用紙の大きさに関わらず手数料
が一律だが、件数は多くないた
め歳入の増減はほとんどないと
見込まれる。

行政不服審査法等に基
づく謄写の手数料

行政不服審査法等に基づき審理員、行
政不服審査会等に提出された書類等の
写し等を交付する際に手数料を徴収す
る。

【手数料】（１件につき）
１０円（片面）
※カラーの場合５０円
【減免】なし

小田原市の事務処理方
式を適用し、手数料化は
しない。

情報公開制度等と同様に、謄写
の実費負担として手数料化しな
い。

簡便な手続きが図れる。

現行の小田原市の例では、減
免規定がない。実費負担は、原
則謄写代であり、大きな負担に
なるとは考えていないが、今後
の実績を踏まえ、減免規定に相
当する規定の整備を検討する。

指定給水装置工事事業
者手数料

指定給水装置工事事業者を指定し、所
定の手数料を徴収する。

指定給水装置工事事業者を指定し、所
定の手数料を徴収する。

現行どおりとする。
両市の手数料に差異がないた
め。

昭和４５年から平成１０年に現地調査を
実施した地籍調査事業資料の発行業務

現行どおりとする。
同様の手数料である境界確定
図写及び公共基準点証明の単
価と同水準であるため。

現行の事務を行うため、
事務処理が円滑に移行
できる。

手数料に変更が生じな
いため、指定給水装置
工事事業者の理解が得
やすく、円滑に業務を進
めることができる。

南足柄市の管理システムを使
用するための費用が必要とな
る。

地籍調査事業に関する
手数料

事務事業名 デメリットと対応策

事務事業名

久野霊園の墳墓の管理料 現行どおりとする。

概    要 現    況
調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット

久野霊園管理手数料
現行どおりのため、使用
者の負担増とならない。

特になし
利用者負担により設定した単価
であるため。

概    要 現    況
調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策

特になし
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

工事施工証明手数料

小田原市発注の工事等において、受注
業者から工事等の施工及び完成に係る
証明の請求があった場合、証明書を発
行し、手数料を徴収する。

【手数料】（１件につき）
３００円
【減免】なし

小田原市の事務処理方
式を適用する。

小田原市のみの事業であるが、
定例的ではなく、年１回程度、他
自治体の工事契約の締結に際
して、業者から証明書を求めれ
ることが今後も想定されるととも
に、事業として残しておいても、
事務的な労力が極めて少ない
ため、合併後の市に引き継ぐこ
とは問題ないと判断した。

特になし 特になし

原動機付自転車試乗標
識交付手数料

商品である原動機付自転車を販売、交
換又は車体試験を行うため、その販売
業者が自ら試乗し、又は他人に試乗さ
せるときに必要となる試乗標識の交付
に係る手数料

【手数料】（１件につき）
５００円
【減免】なし

小田原市の事務処理方
式を適用する。

同水準で事業を継続し、合併後
の市の原動機付自転車販売業
者の利便を図るため。

南足柄市域の原動機付
自転車販売業者が原動
機付自転車試乗標識を
利用できるようになり、手
数料の増収が見込まれ
る。

特になし

【手数料】
○評価・公課・公租公課
  ３００円（ ２筆２棟まで）
  ※１筆１棟増すごとに１００円加算

【手数料】
○評価
  ３００円（ ２筆２棟まで）
  ※２筆２棟増すごとに３００円加算
○公課（１件につき）
  ３００円

○納税証明（１件につき）
  ３００円

○納税証明（１件につき）
  ３００円

○軽自動車納税
  無料

○車検用軽自動車納税証明
  無料

○所得・課税・非課税（１件につき）
  ３００円

○所得・課税・非課税（１件につき）
  ３００円

○事業（１件につき）
  ３００円

○事業（１件につき）
  ３００円

○地籍図・旧地籍図・大絵図（１件につ
き）
  ３００円

○家屋滅失（１件につき）
  ３００円

○家屋滅失（１件につき）
  ３００円

○住宅用家屋（１件につき）
  １，３００円

○住宅用家屋（１件につき）
  １，３００円

【減免】なし 【減免】なし

【手数料】（１台につき）
○自転車
  ２，０００円
○原動機付自転車
  ４，０００円

【減免】
盗難にあった自転車等が移動された場
合は免除

生活改善事業資金貸付
金残高証明手数料

住宅取得資金に係る借入金の年末残
高等証明書の発行する際の手数料。

【手数料】（１件につき）
３００円
【減免】なし

小田原市の事務処理方
式を適用する。

類似団体と比較しても同水準で
あり、徴収に関して特に問題は
生じていないため。

特になし 特になし

【手数料】（１件につき）
○許可の申請
  ２４０，０００円

《参考》【手数料】（１件につき）
○許可の申請
  ２４０，０００円

○許可の更新
  ２３０，０００円

○許可の更新
  ２３０，０００円

○変更の許可
  ２２０，０００円

○変更の許可
  ２２０，０００円

【減免】なし 【減免】なし

小田原市の事務処理方
式を適用する。

受益者負担の考えから、小田原
市のみの規定を、現行のまま引
き継ぐこととする。

適正な受益者負担が図
られる。

土壌汚染対策法に基づ
く事務に係る手数料

汚染土壌処理施設の許可申請、許可の
更新及び変更許可の申請に係る審査に
対し手数料を徴収する。なお、市長が特
に必要と認める場合は減額又は免除す
る。

放置自転車等移動保管
料

東町自転車等保管場所にて保管してい
る、市内に放置された自転車等を所有
者が引き取る際、移動及び保管に要し
た費用（放置自転車等移動保管料）を
支払っていただくもの。

デメリットと対応策

南足柄市民の負担が増える。

神奈川県で実施

小田原市の事務処理方
式を適用する。

現状において、小田原市と神奈
川県で同水準のため。

特になし 特になし

租税及び公課等の証明
等に関する手数料

証明書（評価・公課・納税・所得・課税
（非課税）・住宅用家屋・家屋滅失・事
業・地籍図・旧地籍図・大絵図）の発行
にかかる手数料

概    要 現    況
調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット事務事業名

証明書（評価・公課・納税・所得・課税
（非課税）・住宅用家屋・家屋滅失・営
業）の発行にかかる手数料

小田原市の事務処理方
式を適用する。

県内１６市の証明手数料は、ほ
ぼ全市が同一の手数料設定で
あるため。また、評価証明の筆
数による手数料のカウント方法
は、納税者にとって分かりやす
く、事務の効率化の観点から
も、小田原市の算定方法を適用
する。

特になし 特になし
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に
おいて、市の責務とされている一般廃棄
物の収集・運搬及び処理について、市
処理施設に持込まれたもの等の処理を
行なう際に手数料を徴収する。

①ごみ持込料金
  家庭系及び事業系一般廃棄物のう
ち、自らが直接環境事業センターに持
込むもの

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
において、市の責務とされている一般廃
棄物の収集・運搬及び処理について、
市処理施設に持込まれたもの等の処理
を行なう際に手数料を徴収する。

①ごみ持込料金
  家庭系及び事業系一般廃棄物のう
ち、清掃工場及び最終処分場に持込む
もの

①ごみ持込料金
【手数料】
２５円（１kgにつき）
３０円（廃木材１kgにつき）
３，６００円（１㎥につき）
【減免】次の場合は免除とする。
（１）天災、火災等のり災によって発生し
たもの
（２）生活保護法による被保護者が排出
するもの
（３）市の公共用地、公共施設から排出
されるもの（ただし、企業会計、競輪事
業特別会計を除く）
（４）市が主催、共催、後援する行事等
により排出されるもの
（５）その他、上記(1)から(4)に準ずるも
の
（６）地区組織等がボランティア活動で収
集したもの
（７）本市域内において、県が直接収集
し、搬入したもの
（８）本市域内において、(財)かながわ海
岸美化財団が収集し、搬入したもの（協
定締済)

①ごみ持込料金
【手数料】
２４０円（１０kgにつき）
３６０円（粗大ごみ１０kg）
【減免】
(１)天災その他災害を受けたとき。　免
除
(２)生活保護法（昭和25年法律第144
号）の適用を受けているとき。　免除
(３)前２号に掲げるもののほか、特別の
理由があると市長が認めたとき。　２分
の１の減額又は免除
※ボランティア清掃などは（３）を適用

②ごみ特定料金
  事業系一般廃棄物のうち、市長が認
めるもの（上限は３００kg）

②ごみ特定料金
【手数料】
４０円（１kgにつき）
６，８００円（１㎥につき）
【減免】（申請に対する処分の審査基準
による）
・市が認定する１か月当たりの排出量が
１００kg以下の事業者については免除
・市が認定する１か月当たりの排出量が
１００kgを超え、３００kg 以下の事業者に
ついては、１００kgに相当する手数料を
免除

③ごみ特別料金
  市が臨時に収集し、運搬し、及び処分
するもの

③ごみ特別料金
【手数料】
４０円（１kgにつき）
６，８００円（１㎥につき）
【減免】
地区組織等がボランティア活動で収集
したものは免除

【手数料】（１個につき）
○市の処理施設に持込まれたものを処
分するとき
  １，７００円

【手数料】（１個につき）
○市の処理施設に持込まれたものを処
分するとき
  １，２００円

○市が収集し、運搬し、及び処分すると
き
  ３，４００円

【減免】
野生動物等、特定の所有者のいないも
の

【減免】
野生動物等、特定の所有者のいないも
の

産業廃棄物処分費用

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第
１３条第２項の規定により、市が産業廃
棄物を処分する際、小田原市廃棄物の
減量化、資源化及び適正処理等に関す
る条例の規定により手数料を徴収す
る。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第
１３条第２項の規定により、市が産業廃
棄物を処分する際、南足柄市廃棄物の
減量化、資源化及び適正処理等に関す
る条例の規定により手数料を徴収す
る。

【手数料】
５０円（１㎏につき）
８，７００円（１㎥につき）
【減免】
産業廃棄物は、条例の減免規定適用外

【手数料】
２４０円（１０㎏につき）

【減免】
一般廃棄物の処理手数料と異なり、条
例に減免できるとした規定は設けてい
ない。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

法律を根拠に、条例により規
定、運用している事務のため、
両市間で実施方法等に大きな
差異はないことから、現行のま
ま合併後の市に引き継ぎ、料金
については財源確保の観点か
ら小田原市の料金を適用する。

特になし 特になし

一般廃棄物の処理手数
料清掃手数料(小動物）

動物専用炉や慰霊碑
等、ペットを飼う市民感
情への配慮が可能とな
る。

メリット

飼い主が処理すべきペット等の死体に
ついて、焼却を行う際に係る手数料。ま
た、所有者のいない野生動物について
は、条例の規定に基づき、料金を免除し
て同様に処理する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

両市の大きな差異は、動物専用
炉が有るか無いかに尽きること
から、動物専用炉を有する小田
原市の現行の事務処理を合併
後の市で引き継ぎ、手数料料金
についても、財源確保の観点か
ら小田原市の料金を適用する。

飼い主が処理すべきペット等の死体に
ついて、焼却及び埋葬を行う際に係る
手数料。また、所有者のいない野生動
物については、条例の規定に基づき、
料金を免除して同様に処理する。

事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方

「②ごみ特定」制度を廃
止することにより、事業
系ごみが自己処理され
ることで、適正化が図ら
れる。
賦課事務（清掃手数料シ
ステムへの入力、納付書
の発行、送付ほか）の効
率化及び経費の削減が
図られる。
「②ごみ特定」制度の廃
止に伴い、事業者間の
不公平が解消される。

特定ごみを利用している事業者
からの不満が想定されるが、事
業者に対し説明し、理解を求め
る。

処理する対象区域が広がること
等から、収集の場合、これまで
以上に手間がかかることが予測
され、受入れ体制をはじめ人件
費等(委託料）経費の増が予想
されるが、事務の効率化等で経
費を抑える。また、類似団体を
参考に、受益と負担の観点から
料金の見直しを行う。

デメリットと対応策

一般廃棄物の処理手数
料（ごみ）清掃手数料

小田原市の事務処理方
式を適用する。
ただし、小田原市の「②
ごみ特定」制度について
は廃止し、「③ごみ特別」
制度については引き継
ぐ。

料金については、料金単価の高
い小田原市の単価を適用する。
ただし、両市の制度の比較の中
で、南足柄市にない「②ごみ特
定」制度については、利用者間
でも不公平が生じていることか
ら廃止し、「③ごみ特別」制度に
ついては、市民サービスのた
め、引き継ぐ。

6



小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

鳥獣飼養登録票交付等
手数料、鳥獣飼養許可
手数料

鳥獣保護法に基づき、愛がんのための
飼養・販売許可事務等を行う。

鳥獣保護法に基づき、愛がんのための
飼養・販売許可事務等を行う。

【手数料】（１羽・１世帯につき）
３，４００円
【減免】
(１)本市の住民で公費の援助又は扶助
を受けるために必要なもの
(２)生活保護法の適用を受けている者
から請求されたもの
(３)法令の規定により取り扱うもの
(４)国又は地方公共団体が必要とするも
の
(５)前各号に掲げるもののほか、市長が
特に必要と認めるもの

【手数料】（１羽・１世帯につき）
３，４００円
【減免】
(１)法令の規定により、無料で取扱いを
しなければならないもの
(２)本市の住民で、公費の援助又は扶
助を受けるために必要なもの
(３)生活保護法（昭和25年法律第144
号）の適用を受けている者から請求が
あったとき
(４)官公署から公務上請求があったとき
(５)公用で使用するとき
(６)戸籍に関し、条例で定めるところによ
り無料で証明を行うことができる旨の法
律の規定に基づき、証明を請求するも
の
(７)別表１の項第１号イに規定する事項
について、地方税法（昭和２５年法律第
２２６号）第４１６条第３項又は第４１９条
第８項の規定による縦覧期間内におい
て、納税義務者から固定資産課税台帳
の閲覧請求があったとき
(８)前各号に規定するもののほか、市長
が特に免除する必要があると認めたも
の

小田原市の事務処理方
式を適用する。

事務内容と手数料において、両
市に差異がなく、類似団体の状
況から適正な水準と考えられる
ため。

特になし 特になし

【手数料】（１件につき）
○浄化槽清掃業許可申請手数料
  １０，０００円

【手数料】（１件につき）
○浄化槽清掃業許可申請手数料
  ４，２００円

○浄化槽清掃業許可証再交付申請手
数料
  ５，０００円

○浄化槽清掃業許可証再交付申請手
数料
  ２，１００円

【減免】なし 【減免】なし

計量法に基づく事務に係
る手数料

計量法に基づき、特定計量器（はかり）
の定期検査や、特定計量器を商取引や
証明行為に使用する事業者への立入
検査等を通じ、市域の適正計量の確
保・普及を図る。

【手数料】別添資料参照
【減免】なし

小田原市の事務処理方
式を適用する。

法令に基づく事務であり、県内
同一料金であるため。

市内業者の法令の遵守
が図られる。

市域拡大により、委託業者への
委託料が増すが、検査順序等
で効率の良いものとなるような
組み立てを検討する。

農用地証明書発行手数
料

申請者から申請のあった筆が農振農用
地に該当することを証明する証明書の
発行を行うと共に、発行手数料を徴収
する。

申請者から申請のあった筆が農振農用
地に該当することを証明する証明書の
発行を行うと共に、発行手数料を徴収
する。

【手数料】（１件につき）
３００円（２筆まで）
※１筆増すごとに１００円加算
【減免】
本市の住民で公費の援助又は扶助を
受けるために必要なとき

【手数料】（１件につき）
３００円

【減免】次の場合は免除とする。
(１)法令の規定により、無料で取扱いを
しなければならないもの
(２)本市の住民で、公費の援助又は扶
助を受けるために必要なもの
(３)生活保護法（昭和25年法律第144
号）の適用を受けている者から請求が
あったとき
(４)官公署から公務上請求があったとき
(５)公用で使用するとき
(６)そのほか、市長が特に免除する必要
があると認めたもの

小田原市の事務処理方
式を適用する。

既存の方式を継続することによ
り、混乱の軽減を図る。また、手
数料収入の増加が見込めるた
め。

手数料収入が増加す
る。

南足柄市域について、住民負担
が増加する見込みのため、土地
所有者に説明が必要となる。

農用地等証明手数料
（引き続き農業経営を
行っている旨の証明願）

引き続き農業経営を行っている旨の証
明願の発行及び手数料の徴収

引き続き農業経営を行っている旨の証
明願の発行及び手数料の徴収

【手数料】（１件につき）
３００円（２筆まで）
※１筆増すごとに１００円加算
【減免】なし

【手数料】（１件につき）
３００円

【減免】なし

小田原市の事務処理方
式を適用する。

法令に基づく事務であるため。
また、小田原市の単価を適用す
ることにより、増収を図るため。

南足柄市域について手
数料が増額する。

南足柄市域について、住民負担
が増加する。

農用地等証明手数料
（相続税・贈与税の納税
猶予に係る適格者証明
願）

相続税・贈与税の納税猶予に関する適
格者証明発行及び手数料徴収

相続税・贈与税の納税猶予に関する適
格者証明発行及び手数料徴収

【手数料】（１件につき）
３００円（２筆まで）
※１筆増すごとに１００円加算
【減免】なし

【手数料】（１件につき）
３００円

【減免】なし

小田原市の事務処理方
式を適用する。

法令に基づく事務であるため。
また、小田原市の単価を適用す
ることにより、増収を図るため。

南足柄市域について手
数料が増額する。

南足柄市域について、住民負担
が増加する。

農用地等証明手数料
（農地転用届出等受理
済証明）

農地転用届出等受理済証明（許可済含
む）発行及び手数料徴収

農地転用届出等受理済証明（許可済含
む）発行及び手数料徴収

【手数料】（１件につき）
３００円（２筆まで）
※１筆増すごとに１００円加算
【減免】なし

【手数料】（１件につき）
３００円

【減免】なし

小田原市の事務処理方
式を適用する。

小田原市の単価を適用すること
により、増収を図るため。

南足柄市域について手
数料が増額する。

南足柄市域について、住民負担
が増加する。

農用地等証明手数料
（非農地証明願）

非農地証明発行及び手数料徴収 非農地証明発行及び手数料徴収

【手数料】（１件につき）
３００円（２筆まで）
※１筆増すごとに１００円加算
【減免】なし

【手数料】（１件につき）
３００円

【減免】なし

小田原市の事務処理方
式を適用する。

法令等（運用指針）に基づく事
務であり、実施する必要がある
ため。また、小田原市の単価を
適用することにより、増収を図る
ため。

南足柄市域について手
数料が増額する。

南足柄市域について、住民負担
が増加する。

事務内容は法定事務のため両
市間において差異はなく、手数
料について小田原市の水準を
適用することにより、県内他市と
同等の水準となるため。
なお、南足柄市の手数料条例
の改正により、平成２９年度以
降両市とも同額の手数料とな
る。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

特になし 特になし

浄化槽清掃業許可申請
手数料
許可証再交付申請手数
料

浄化槽法第３５条第1項の規定により浄
化槽清掃業の許可を受けようとする者
又はこれらの許可を受けた者で許可証
の再交付を受けようとする者の手数料

浄化槽法第３５条第1項の規定により浄
化槽清掃業の許可を受けようとする者
又はこれらの許可を受けた者で許可証
の再交付を受けようとする者の手数料

現    況
調整（案） 調整内容決定の考え方事務事業名

概    要
メリット デメリットと対応策
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【手数料】
○広告幕（１張りにつき）
  ２００円

【手数料】
○広告幕（１張りにつき）
  ２００円

○広告旗又は立看板等（１基につき）
  １００円

○のぼり旗（１本につき）
  １００円

  立看板（紙張、布張、木製、金属製）
（１基につき）
  １００円

○電柱、街灯柱若しくは標識柱に表示
する物又ははり札等（１枚につき）
  ５０円

○はり札、電柱（街灯柱）巻付け及び添
か看板、標識柱を利用するもの（１枚に
つき）
  ５０円

○はり紙（１００枚につき）
  ５００円

○はり紙、ポスター（１００枚につき）
  ５００円

○道路上に設置するアーチ（１基につ
き）
  ９，０００円

○アーチ（１基につき）
  ９，０００円（照明あり）
  ６，０００円（照明なし）

○アドバルーン（１基につき）
  １，５００円

○アドバルーン（１個につき）
  １，５００円（照明あり）
  １，０００円（照明なし）

○電車又は自動車の外面を利用する広
告物（１台につき）
  ５００円

○電車又は自動車の外面を利用するも
の（１台につき）
  ５００円

○上記以外の広告物又は掲出物件（１
基・５㎡につき）
  ２，４００円

○上記以外の広告物又は掲出物件（１
基・５㎡につき）
  ２，４００円（照明あり）
  １，５００円（照明なし）

【減免】
市長が特に必要と認める場合

【減免】
市長が特に必要と認める場合

【手数料】
○都市計画に関する証明手数料（納税
猶予の特例適用の農地該当証明書を
含む）（１件につき）
  ３００円（２筆まで）
  ※１筆増すごとに１００円加算

【手数料】
○都市計画に関する証明手数料（納税
猶予の特例適用の農地該当証明書を
含む）（１件につき）
  ３００円（筆数に関係なく）

○都市計画図の写し発行手数料（１部
につき）
  ２００円
  （平成２９年４月１日から３００円）

【減免】
公用の場合

【減免】
公用の場合

各種証明書交付手数料

概要書原本証明書や記載事項証明書
を交付する際に、手数料を徴収する。

神奈川県で実施 【手数料】（１部につき）
３００円
【減免】
国又は地方公共団体が必要とするも
の、若しくは市長が特に必要と認めるも
の

《参考》【手数料】（１部につき）
４００円
【減免】なし

小田原市の事務処理方
式を適用する。

県内の類似団体においても同
額の手数料を徴収しているた
め。

南足柄市域の対象者の
負担が減る。

手数料収入が減少する。

確認、完了検査及び中
間検査の申請に係る手
数料

確認申請時（計画変更を含む）や、中間
検査、完了検査申請時に、申請手数料
を徴収する。

神奈川県で実施 【手数料】別添資料参照
【減免】
計画通知のうち、申請者が小田原市長
のもの

《参考》【手数料】別添資料参照
【減免】
計画通知のうち、申請者が神奈川県知
事のもの

小田原市の事務処理方
式を適用する。

県内の特定行政庁において、手
数料額を統一しているため。

特になし 特になし

許可及び認定並びに道
路の位置の指定等の申
請に係る手数料

各種許可申請や認定申請並びに道路
位置指定申請時等に、申請手数料を徴
収する。

神奈川県で実施
【手数料】別添資料参照
【減免】
申請者が小田原市長の場合

《参考》【手数料】別添資料参照
【減免】
申請者が神奈川県知事の場合

小田原市の事務処理方
式を適用する。

県内の特定行政庁において、手
数料額を統一しているため。

特になし 特になし

長期優良住宅の普及の
促進に関する法律に基
づく事務に係る手数料

長期優良住宅建築等計画（計画の変更
を含む）認定申請時に、認定申請手数
料を徴収する。
また、認定申請に併せて確認申請書類
の提出があった場合、確認申請手数料
も徴収する。

神奈川県で実施

【手数料】別添資料参照
【減免】
確認申請手数料の場合で、計画通知の
うち、申請者が小田原市長のもの

《参考》【手数料】別添資料参照
【減免】
確認申請手数料の場合で、計画通知の
うち、申請者が神奈川県知事のもの

小田原市の事務処理方
式を適用する。

県内の特定行政庁において、手
数料額を統一しているため。

特になし 特になし

都市の低炭素化の促進
に関する法律に基づく事
務に係る手数料

低炭素建築物新築等計画（計画の変更
を含む）認定申請時に、認定申請手数
料を徴収する。
また、認定申請に併せて確認申請書類
の提出があった場合、確認申請手数料
も徴収する。

神奈川県で実施

【手数料】別添資料参照
【減免】
確認申請手数料の場合で、計画通知の
うち、申請者が小田原市長のもの

《参考》【手数料】別添資料参照
【減免】
確認申請手数料の場合で、計画通知の
うち、申請者が神奈川県知事のもの

小田原市の事務処理方
式を適用する。

県内の特定行政庁において、手
数料額を統一しているため。

特になし 特になし

新規に南足柄市都市計画図の
写し発行手数料を徴収すること
により、市民負担が増す。
小田原市及び南足柄市におけ
る都市計画の情報については、
ホームページにより公開してい
ることから、広く住民に周知する
ことで対応できる。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

当該事務については、小田原市
は独自条例、南足柄市も独自条
例で運用しており、合併時まで
に合併後の市の独自条例を制
定する必要がある。手数料につ
いては、概ね両市の単価に違い
が少ないため、年間許可件数の
多い小田原市の単価を適用す
ることで、事務量の軽減を図る。

都市計画図の写し発行
手数料を徴収することに
より、歳入増が見込まれ
る。

都市計画に関する諸証
明等手数料

都市計画に関する証明書並びに都市計
画図の写しの発行に関する事務及びそ
の発行手数料の収納を行う。

都市計画に関する証明書の発行に関す
る事務及びその発行手数料の収納を行
う。(都市計画図の写しの発行業務は未
対応)

屋外広告物許可申請手
数料

小田原市屋外広告物条例の規定に基
づき広告物の表示又は掲出をしようと
する者の許可申請に係る審査手数料に
ついて、小田原市手数料条例の規定に
基づき徴収する。

神奈川県屋外広告物条例の規定に基
づき広告物の表示又は掲出をしようと
する者の許可申請に係る審査手数料に
ついて、南足柄市手数料条例の規定に
基づき徴収する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

当該事務については、小田原市
は独自条例、南足柄市は県条
例で運用しており、合併時まで
に合併後の市の独自条例を制
定する必要がある。手数料につ
いては、概ね両市の単価に違い
が少ないため、年間許可件数の
多い小田原市の単価を適用す
ることで、事務量の軽減を図る。

許可件数の多い小田原
市の単価を適用すること
で、混乱が少ない。
手数料収入が増額す
る。

申請のうち最も割合の多い「照
明のない屋外広告物」につい
て、１基５㎡につき、小田原市は
２，４００円、南足柄市は１，５００
円であり、南足柄市の単価が低
いため、南足柄市域については
一定の負担感が生じる。
変更対象の事業者や申請者に
対し、予め新たな単価について
周知をしたうえで、許可申請は
概ね３年ごとであり、合併後最
初の継続更新の際、新たな単
価へ切り替えることとし、併せて
個別に説明をする。

事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

高齢者、障害者等の移
動等の円滑化の促進に
関する法律に基づく事務
に係る手数料

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の
促進に関する法律の規定に基づく認定
申請と併せて確認申請の提出があった
場合、確認申請手数料を徴収する。

神奈川県で実施
【手数料】別添資料参照（「確認、完了検
査及び中間検査の申請に係る手数料」
と同様）
【減免】
計画通知のうち、申請者が小田原市長
のもの

《参考》【手数料】別添資料参照（「確認、
完了検査及び中間検査の申請に係る
手数料」と同様）
【減免】
計画通知のうち、申請者が神奈川県知
事のもの

小田原市の事務処理方
式を適用する。

小田原市でこれまで実施してき
ており、類似団体においても同
様の取扱いとしているため。

特になし 特になし

建築物のエネルギー消
費性能の向上に関する
法律に基づく事務に係る
手数料

建築物エネルギー消費性能向上計画
（計画の変更を含む）及び建築物エネル
ギー消費性能基準適合の認定申請時
に、認定申請手数料を徴収する。
また、建築物エネルギー消費性能向上
計画の認定申請に併せて確認申請書
類の提出があった場合、確認申請手数
料も徴収する。

神奈川県で実施

【手数料】別添資料参照
【減免】
確認申請手数料の場合で、計画通知の
うち、申請者が小田原市長のもの

《参考》【手数料】別添資料参照
【減免】
確認申請手数料の場合で、計画通知の
うち、申請者が神奈川県知事のもの

小田原市の事務処理方
式を適用する。

県内の特定行政庁において、手
数料額を統一しているため。

特になし 特になし

マンションの建替え等の
円滑化に関する法律に
基づく事務に係る手数料

マンションの建替え等の円滑化に関す
る法律（平成１４年法律第７８号）第１０５
条第１項の規定に基づく容積率の特例
の許可申請時に、審査手数料を徴収す
る。

神奈川県で実施

【手数料】（１件につき）
１６０，０００円
【減免】なし

《参考》【手数料】（１件につき）
１６０，０００円
【減免】なし

小田原市の事務処理方
式を適用する。

県内の特定行政庁において、手
数料額を統一しているため。

特になし 特になし

都市計画法に基づく事
務に係る手数料

開発許可・建築許可等の申請に係る申
請手数料、開発登録簿の写しの交付に
係る手数料

神奈川県で実施
【手数料】別添資料参照
【減免】別添資料参照

《参考》【手数料】別添資料参照
【減免】別添資料参照

小田原市の事務処理方
式を適用する。

県内統一金額のため。 特になし 特になし

租税特別措置法に基づ
く事務に係る手数料

優良な宅地の供給を目的に開発許可を
要しない場合に、租税特別措置法に基
づき優良宅地造成の認定を受けること
により土地の譲渡について税制上の優
遇措置を受けられる。（優良宅地造成認
定申請手数料）

優良な宅地の供給を目的に開発許可を
要しない場合に、租税特別措置法に基
づき優良宅地造成の認定を受けること
により土地の譲渡について税制上の優
遇措置を受けられる。（優良宅地造成認
定申請手数料）
※一部のみ実施

【手数料】別添資料参照
【減免】
市長が特に必要と認める場合

【手数料】別添資料参照
【減免】
市長が特に必要と認めるもの

小田原市の事務処理方
式を適用する。

県内統一金額のため。 特になし 特になし

宅地造成等規制法に基
づく事務に係る手数料

宅地造成工事許可申請に係る申請手
数料

【手数料】別添資料参照
【減免】別添資料参照

小田原市の事務処理方
式を適用する。

法定受託事務であり、県内統一
料金のため。

特になし 特になし

証明手数料
開発工事の完了公告の証明書交付手
数料

【手数料】（１件につき）
○開発工事の完了公告の証明書交付
手数料
  ３００円
【減免】
・法令の規定により取り扱うもの
・国又は地方公共団体が必要とするも
の
・市長が特に必要と認めるもの

小田原市の事務処理方
式を適用する。

法定受託事務であるため。 特になし 特になし

【手数料】（１部につき）
○道路台帳図
  ２００円

【手数料】（１部につき）
○道路台帳図
  無料（ホームページより自由閲覧）

○道路幅員証明（運送業申請用）
  ３００円

○道路幅員証明
  ３００円

【減免】
官公庁等による公用申請の場合は免除

【減免】
官公庁等による公用申請の場合は免除

【手数料】（１部につき）
○境界確定図写
  ２００円

【手数料】（１枚につき）
○境界確定図写
  ３００円（Ａ３まで）
  ６００円（Ａ２まで）

○土地境界証明
  ３００円

○土地境界証明（１件につき）
  ６００円

【減免】
官公庁等による公用申請の場合は免除

【減免】
官公庁等による公用申請の場合は免除

現行の事務を行うため、
事務処理が円滑に移行
できる。統一データによ
る管理が可能となる。

両市で管理する図面データが異
なるため、データ統合に新たに
費用を要する。

両市で管理する図面データが異
なるため、統合までの間、２つの
システムを管理することになる。

土木管理手数料

申請に基づき、小田原市土地境界確定
取扱要項により作成した境界確定図に
ついて、境界確定図写の発行や土地境
界証明を行い、手数料を徴収する。

申請に基づき、境界確定事業により作
成された境界確定図について、境界確
定図写の発行や土地境界証明を行い、
手数料を徴収する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

【手数料】（１部につき）
○境界確定図写  ３００
円
○土地境界証明  ３００
円
※小田原市の手数料条
例の改正により、平成２
９年度以降、境界確定図
写の手数料が３００円と
なる。

処理件数の多い小田原市の方
式を適用する。合併時に、小田
原市の管理システムにデータ統
合を図り、発行する。

道路橋りょう手数料

申請に基づき、道路台帳で管理する市
道の認定区域（区域証明）及び道路幅
員（幅員証明）について証明を行い、手
数料を徴収する。主に陸運局で運送事
業免許を受ける際と建築行為等の際に
必要となる。

申請に基づき、道路台帳で管理する道
路幅員（幅員証明）について証明を行
い、手数料を徴収する。建築行為等の
際に必要となる。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

【手数料】（１部につき）
○道路台帳図  ３００円
○道路幅員証明（運送
業申請用）  ３００円
※小田原市の手数料条
例の改正により、平成２
９年度以降、道路台帳図
の手数料が３００円とな
る。

処理件数の多い小田原市の方
式を適用する。合併時は各管理
システムごとにデータ管理、出
力により発行し、その後システ
ム統合を図り、発行する。

事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット

道路台帳図の南足柄市
域分の収入増が見込ま
れる。
既存データによる発行の
ため、合併時の発行業
務に支障をきたさない。

デメリットと対応策
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

公共基準点証明に関す
る手数料

申請に基づき、公共基準点の成果等を
発行し、手数料を徴収する。

申請に基づき、公共基準点及び任意基
準点の成果等を発行し、手数料を徴収
する。

【手数料】（１部につき）
２００円
【減免】
官公庁等による公用申請の場合は免除

【手数料】（１部につき）
３００円（Ａ３まで）
【減免】
官公庁等による公用申請の場合は免除

小田原市の事務処理方
式を適用する。小田原市
の手数料条例の改正に
より、平成２９年度以降
両市とも同額の手数料と
なる。

両市とも同額となるため、処理
件数の多い小田原市の方式を
適用する。合併時に、小田原市
の管理システムにデータ統合を
図り、発行する。

現行の事務を行うため、
事務処理が円滑に移行
できる。統一データによ
る管理が可能となる。

両市で管理する基準点データが
異なるため、データ統合に新た
に費用を要する。

法定外公共物所管確認
証明手数料

国有地について、市が譲与を受けた国
有地でないことの証明書を発行し、手数
料を徴収する。

国有地について、市が譲与を受けた国
有地でないことの証明書を発行し、手数
料を徴収する。

【手数料】（１部につき）
３００円
【減免】
官公庁等による公用申請の場合は免除

【手数料】（１部につき）
３００円
【減免】
官公庁等による公用申請の場合

小田原市の事務処理方
式を適用する。

両市とも同額であるため、処理
件数の多い小田原市の方式を
適用する。合併時に、小田原市
の管理システムにデータ統合を
図り、発行する。

現行の事務を行うため、
事務処理が円滑に移行
できる。統一データによ
る管理が可能となる。

両市で管理する図面データが異
なるため、データ統合に新たに
費用を要する。

【手数料】（１件につき）
○新設工事
  １９，０００円

【手数料】（１件につき）
○審査手数料
  １，０００円

○改造工事
  １９，０００円

○検査手数料
  １，０００円

○増設工事
  １２，０００円

○県道占用申請手数料
  １，０００円

○簡易増設工事
  ２，０００円

○市給水条例第３９条第２項の確認手
数料
  ２，５００円

○分譲管工事
  ３１，０００円（口径４０mm以下）
  ３９，０００円（口径５０mm）
  ４９，０００円（口径７５mm以上）
  ※新設工事に係る手数料を含む

○貯水槽工事
  １２，０００円～７１，０００円
  ※詳細は、別添資料参照

※各手数料に掘削占用申請に係る経
費を含む

【減免】なし 【減免】なし

（３）南足柄市の事務処理方式を適用するもの

小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【手数料】
《閲覧》（１件につき）
○地籍図・旧地籍図・大絵図・法典
  ２００円

《写し発行》（１件につき）
○名寄帳
  ２００円
○地籍図・旧地籍図・大絵図
  ２００円、カラー３００円、マイラー８００
円

【減免】なし 【減免】なし

【手数料】（１件につき）
○印鑑登録証明書
  ３００円

【手数料】（１件につき）
○印鑑登録証明書
  ３００円
○印鑑登録証の再交付
  ３００円

【減免】
・本市の住民で公費の援助又は扶助を
受けるために必要なもの。
・生活保護法の適用を受けている者か
ら請求されたもの。
・法令の規定により取り扱うもの。
・国又は地方公共団体が必要とするも
の。
・市長が特に必要と認めるもの。

【減免】
・本市の住民で公費の援助又は扶助を
受けるために必要なもの。
・生活保護法の適用を受けている者か
ら請求されたもの。
・法令の規定により取り扱うもの。
・国又は地方公共団体が必要とするも
の。
・市長が特に必要と認めるもの。

メリット デメリットと対応策事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方

設計審査手数料
給水装置工事の内容に応じて、設計審
査手数料を徴収する。

設計審査手数料を徴収する。
小田原市の事務処理方
式を適用する。

現行の事務処理に係る人件費
や経費を積上げ、設計審査手
数料を算出している小田原市の
単価を適用する。

設計審査手数料が増収
となる。また、給水装置
工事の施工状況を確認
する業務を存続すること
により、不良施工や未承
認施工等の不正行為を
防止することができる。

南足柄市域の給水区域は値上
げとなるため、給水装置工事申
込者に十分周知を図り理解を求
める。

印鑑に関する事務手数
料

印鑑に関する事務手数料
印鑑に関する事務手数料の免除

印鑑に関する事務手数料
印鑑に関する事務手数料の免除

南足柄市の事務処理方
式を適用する。

印鑑登録証の再交付手数料に
ついては、受益者負担とする。
類似団体では、平塚市が同様
の取扱いである。

現在と同じサービスを提
供できる。手数料に関し
ては、増減はないと思わ
れる。

特になし
閲覧及び公文書の写し
の交付手数料

地籍図、旧地籍図、大絵図、法典の閲
覧及び地籍図、旧地籍図、大絵図の写
しを発行する際にかかる手数料

公図・旧公図・大絵図・土地台帳・家屋
台帳／名寄帳の閲覧、写しの発行にか
かる手数料

【手数料】
《閲覧、写し発行とも同額》（１件につき）
○公図・旧公図・大絵図
  ３００円
○土地台帳・家屋台帳
  ３００円
○名寄帳
  ３００円

南足柄市の事務処理方
式を適用する。

小田原市についても平成２９年
４月から南足柄市と同一の料金
形態となるため。現在持ってい
る公文書の閲覧は引き続き行
う。

南足柄市民は、現行ど
おりで混乱しない。
小田原市分の再交付手
数料収入の増額が見込
まれる。

小田原市民は、新たな受益者
負担が生じ、混乱が予想される
が、住民周知を徹底する。

事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

一般廃棄物の処理手数
料（大型ごみ処理手数
料、粗大ごみ収集運搬
に関する手数料）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に
おいて、一般廃棄物の処理における大
型ごみについては、ごみ集積場に排出
されると支障が生じることから、別途収
集運搬等の処理する際に係る手数料。

①大型ごみ
  一般家庭及びこれに準ずるものから
排出される大型ごみ（特定家庭用機器
再商品化法第２条第４項に規定する特
定家庭用機器を除く）を市が個別に収
集し、運搬し、及び処分するとき。容量
が４５ℓの袋に収納できないもののうち、
幅、高さ又は奥行きの長辺の長さが４ｍ
以下、３辺の長さの合計が５ｍ以下、重
量が１００㎏以下のものに限る。
②家電４品（収集）
  一般家庭から排出される特定家庭用
機器を市が個別に収集し、及び特定家
庭用機器再商品化法第１７条に規定す
る指定取引場所まで運搬するとき。

粗大ごみ収集運搬に関する手数料
特定家庭用機器、一般粗大、特定家庭
用機器（持込）

①粗大ごみ
  一般家庭から排出された規則で定め
る粗大ごみを市が戸別に収集し、運搬
し、及び処分するとき。
②家電４品（収集）
  一般家庭から排出された特定家庭用
機器再商品化法第９条の規定により小
売業者が引き取ることとなる特定家庭
用機器廃棄物以外のもの（同法第１９条
本文の規定に基づき、製造業者等から
料金の請求があるものについては、当
該料金の支払いがされたものに限る。）
を、市が戸別に収集し、及び指定引取
場所まで運搬するとき。

【手数料】（１個につき）
①大型ごみ
  １，０００円（上限２，０００円）
②家電４品（収集）
  ２，０００円（上限３，０００円）
【減免】
（１）天災、火災等のり災によって発生し
たもの
（２）生活保護法による被保護者が排出
するもの
（３）市の公共用地、公共施設から排出
されるもの（ただし、企業会計、競輪事
業特別会計を除く）
（４）市が主催、共催、後援する行事等
により排出されるもの
（５）その他、（１）から（４）に準ずるもの

【手数料】（１個につき）
①粗大ごみ
  １，２００円
②家電４品（収集）
  ２，４００円
【減免】
(１)天災その他災害を受けたとき。　免
除
(２)生活保護法（昭和25年法律第144
号）の適用を受けているとき。　免除
(３)前２号に掲げるもののほか、特別の
理由があると市長が認めたとき。２分の
１の減額又は免除

南足柄市の事務処理方
式を採用する。また、両
市間で取り扱いが異なる
家電４品の扱いについて
は、収集、受入れともに
実施する。

料金については、事務処理の対
価として適正な南足柄市の料金
を適用する。
また、料金を除き、両市間での
主な違いは、家電４品の取扱い
及び大型ごみの大きさの規定の
２点であるが、家電４品につい
ては、南足柄市の運用を引き継
ぎ、収集、受入れともに実施す
る。
なお、大型ごみの大きさの規定
については、合併後の市へ移行
する際に調整を図ることとする。

歳入増が見込まれる。

単価が上がることで、小田原市
民の負担が増すが、市民に対
し、周知・説明を十分に行うとと
もに、合併後の市において状況
に応じ、見直し等の検討をして
いく。
経費（委託料）が増となるが、歳
入の増、事務の効率化による経
費の圧縮で相殺する。

【手数料】
○犬の登録（１頭につき）
  ３，０００円

【手数料】
○犬の登録（１頭につき）
  ３，０００円

○犬の狂犬病予防注射済票の交付（１
件につき）
  ５５０円

○犬の狂犬病予防注射済票の交付（１
件につき）
  ５５０円

○犬の鑑札の再交付（１件につき）
  １，６００円

○犬の鑑札の再交付（１件につき）
  １，６００円

○狂犬病予防注射済票の再交付（１件
につき）
  ３４０円

○狂犬病予防注射済票の再交付（１件
につき）
  ３４０円

○鑑札の引換え（１頭につき）
  １，６００円

【減免】
身体障害者補助犬の所有者その他市
長が特に必要があると認めるものにつ
いては手数料を免除することができる。

【減免】
次の各号のいずれかに該当するもの
は、手数料を徴収しない。
(１)法令の規定により、無料で取扱いを
しなければならないもの
(２)本市の住民で、公費の援助又は扶
助を受けるために必要なもの
(３)生活保護法（昭和25年法律第144
号）の適用を受けている者から請求が
あったとき
(４)官公署から公務上請求があったとき
(５)公用で使用するとき
(６)戸籍に関し、条例で定めるところによ
り無料で証明を行うことができる旨の法
律の規定に基づき、証明を請求するも
の
(７)別表１の項第１号イに規定する事項
について、地方税法（昭和25年法律第
226号）第416条第３項又は第419条第８
項の規定による縦覧期間内において、
納税義務者から固定資産課税台帳の
閲覧請求があったとき
(８)前各号に規定するもののほか、市長
が特に免除する必要があると認めたも
の

狂犬病予防法に基づく
事務に係る手数料

狂犬病予防法に基づき犬の登録、鑑
札・注射済票の交付等の事務を行う。

狂犬病予防法に基づき犬の登録、鑑
札・注射済票の交付等の事務を行う。

南足柄市の事務処理方
式を適用する。
ただし、減免基準は次の
とおりとする。

【減免】
(１)法令の規定により、
無料で取扱いをしなけれ
ばならないもの
(２)本市の住民で、公費
の援助又は扶助を受け
るために必要なもの
(３)生活保護法の適用を
受けている者から請求が
あったとき
(４)官公署から公務上請
求があったとき
(５)公用で使用するとき
(６)前各号に規定するも
ののほか、市長が特に
免除する必要があると認
めたもの

事務内容は両市に差異がなく、
類似団体の状況から適正な水
準と考えられるが、転入の際に
行う鑑札の引換えは、類似団体
で行われておらず、南足柄市の
水準が類似団体の水準と同一
となるため。

転入の際に行う鑑札の
引換えを廃止すること
で、手数料の種別が、類
似団体の水準と同一とな
る。

手数料収入が減少するため、減
免基準を変更する。

事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

一般廃棄物の処理手数
料（し尿）

小田原市廃棄物の減量化、資源化及び
適正処理等に関する条例第２１条に基
づき、一般廃棄物(し尿)の処理に係る手
数料を賦課・徴収する。

①くみ取り（定額料金）
 住民票がある一般家庭及びこれに準
ずるものから排出される場合で、世帯、
人員及び処理回数によるとき
②くみ取り（従量料金）
  住民票を持たない一般家庭及び事業
所から排出される場合で、①に規定す
る算出基準により難いとき
③くみ取り（超過料金）
  ①の場合であって規定の回数を超え
て処理を行うとき
④浄化槽清掃料金
  浄化槽の清掃を行うとき

南足柄市廃棄物の減量化、資源化及び
適正処理等に関する条例第２４条に基
づき、一般廃棄物(し尿)の処理に係る手
数料を賦課・徴収する。

①くみ取り（定額制）
  月１回のくみ取り（家庭用常設トイレに
適用）
②くみ取り（従量制）
  くみ取り量によって料金が決まる（くみ
取りが月２回以上、あるいは数か月に１
回程度か、仮設トイレに適用）

【手数料】
①１２０円（１世帯・１月につき）
    ２６０円（１人・１月につき）
②（３６Ｌにつき）
・一般家庭及びこれに準ずるもの
  ３１０円
・上記以外のもの
  ３６０円
③６８０円（１回につき）
④（３６Ｌにつき）
・一般家庭及びこれに準ずるもの
  ３２０円
・上記以外のもの
【減免】
生活保護受給者は免除

【手数料】
①１３０円（１世帯・１月につき）
    ２８０円（１人・１月につき）
②１３０円（１０Ｌにつき）

【減免】
生活保護受給者は免除

南足柄市の事務処理方
式を適用する。

し尿収集のみ合併後の市で行
い、浄化槽汚泥は許可業者制と
する。単価は財源確保の面か
ら、高い南足柄市の水準とす
る。

特になし

浄化槽清掃手数料分が歳入減
となる。
小田原市の、浄化槽法に基づく
浄化槽清掃業の許可事務、廃
棄物の処理及び清掃に関する
法律に基づく収集運搬業(し尿)
の許可事務、及び、浄化槽清掃
業の許可制への移行に向け、
適切な浄化槽清掃料金とするた
めの浄化槽の清掃手数料の改
定作業が発生する。
新たに、市民と浄化槽清掃業者
の間に契約が必要となる。
浄化槽清掃業の許可制に向け
た料金体系の変更や、契約事
務の補助などを検討する。

化製場等に関する法律
に基づく動物の飼養手
数料

化製場等に関する法律第９条により、指
定された区域内で該当動物を飼養する
場合、動物の種類ごとに飼養施設の所
在地の都道府県知事の許可が必要で、
その許可申請に当たって審査手数料を
徴収する。

化製場等に関する法律第９条により、指
定された区域内で該当動物を飼養する
場合、動物の種類ごとに飼養施設の所
在地の都道府県知事の許可が必要で、
その許可申請に当たって審査手数料を
徴収する。

【手数料】（１件につき）
６，０００円
【減免】なし

【手数料】（１件につき）
８，３９０円
【減免】
(１)法令の規定により、無料で取扱いを
しなければならないもの
(２)本市の住民で、公費の援助又は扶
助を受けるために必要なもの
(３)　生活保護法（昭和２５年法律第１４
４号）の適用を受けている者から請求が
あったとき
(４)官公署から公務上請求があったとき
(５)公用で使用するとき。
(６)戸籍に関し、条例で定めるところによ
り無料で証明を行うことができる旨の法
律の規定に基づき、証明を請求するも
の
(７)別表１の項第１号イに規定する事項
について、地方税法（昭和２５年法律第
２２６号）第４１６条第３項又は第４１９条
第８項の規定による縦覧期間内におい
て、納税義務者から固定資産課税台帳
の閲覧請求があったとき
(８)前各号に規定するもののほか、市長
が特に免除する必要があると認めたも
の

南足柄市の事務処理方
式を適用する。
ただし、減免基準は次の
とおりとする。

【減免】
(１)本市の住民で公費の
援助又は扶助を受ける
ために必要なもの
(２)生活保護法の適用を
受けている者から請求さ
れたもの
(３)法令の規定により取
り扱うもの
(４)国又は地方公共団体
が必要とするもの
(５)前各号に掲げるもの
のほか、市長が特に必
要と認めるもの

類似団体の状況から適正な水
準と考えられるため。

特になし 特になし

【手数料】（１件につき）
○責任技術者新規登録手数料
  １，５００円

【手数料】（１件につき）
○責任技術者新規登録手数料
  ３，０００円

○責任技術者更新登録手数料
  １，５００円

○責任技術者更新登録手数料
  ２，０００円

○責任技術者資格証明書再交付手数
料
  １，５００円

○責任技術者証再交付手数料
  ２，０００円

【減免】なし 【減免】なし

（４）新たな水準に再編するもの

小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【手数料】（１件につき）
○指定工事店新規指定手数料
  １０，０００円

【手数料】（１件につき）
○指定工事店新規指定手数料
  １０，０００円

○指定工事店更新指定手数料
  ５，０００円

○指定工事店更新指定手数料
  ５，０００円

○指定工事店証再交付手数料
  １，５００円

○指定工事店証再交付手数料
  ２，５００円

【減免】なし 【減免】なし

事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策

これまで両市に登録して
いた指定店は１回の指
定申請で足りるため、事
務の軽減が図られる。

小田原市域の指定店では、指
定工事店証再交付手数料が上
がるため、事前周知を徹底す
る。再交付の実績はあまりない
ことから、影響は少ないものと予
想される。

排水設備工事責任技術
者登録手数料

小田原市下水道条例及び小田原市公
共下水道排水設備工事指定工事店規
則に基づき、下水道排水設備工事責任
技術者の登録を行い、その登録に係る
手数料を徴収する。

南足柄市下水道条例及び南足柄市下
水道排水設備工事に係る指定工事店
及び責任技術者に関する規則に基づ
き、下水道排水設備工事責任技術者の
登録を行い、その登録に係る手数料を
徴収する。

小田原市の事務処理方
式を適用するが、手数料
は南足柄市の単価を適
用する。

事務処理方式は両市ほぼ同一
内容である。手数料は類似団体
事例を参考に、南足柄市の単価
とする。

歳入増が見込まれる。
ただし、合併後はこれま
で両市に登録していた者
は１回の登録で足りるた
め、大幅な歳入増は見
込めない。

小田原市域の登録者は負担増
となるため、事前周知等を徹底
する。

排水設備工事指定工事
店指定手数料

小田原市下水道条例及び小田原市公
共下水道排水設備工事指定工事店規
則に基づき、下水道排水設備工事店の
指定を行い、その指定に係る手数料を
徴収する。

南足柄市下水道条例及び南足柄市下
水道排水設備工事に係る指定工事店
及び責任技術者に関する規則に基づ
き、下水道排水設備工事店の指定を行
い、その指定に係る手数料を徴収する。

小田原市の事務処理方
式を適用するが、指定工
事店証再交付手数料の
み、南足柄市の単価を
適用、新たな実施水準に
再編する。

【手数料】（１件につき）
○指定工事店新規指定
手数料  １０，０００円
○指定工事店更新指定
手数料  ５，０００円
○指定工事店証再交付
手数料  ２，５００円

手数料基準の一部に差異があ
るが、その他の基準は両市同一
であることから、その手数料額
を類似団体事例を参考に南足
柄市に合わせる。また、その他
の手数料額は、類似団体事例と
比較し、妥当な金額である。

事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策
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（５）廃止するもの

小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

家屋の消毒手数料
家屋の消毒を行ったことにより徴収す
る。

【手数料】（１件につき）
３４０円（１６㎡まで）
※１㎡増すごとに２０円加算
【減免】なし

廃止
類似団体の手数料条例などに
規定されておらず、手数料徴収
が行われていないため。

特になし 特になし

消防演習立会い手数料 消防演習立会い手数料を徴収する。
【手数料】（１回につき）
５００円
【減免】なし

廃止

消防演習による消火栓の使用
は認めないことから、消防演習
立会い手数料の制度を廃止す
る。

特になし 特になし

メリット デメリットと対応策事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方
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